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(57)【要約】
【課題】　クーポン情報を電子媒体に格納する電子クー
ポンサービスにおいて、一旦配布した電子クーポンの特
典内容を、同クーポンを再配布することなく適宜変更可
能とする電子クーポンサービスシステムを提供する。
【解決手段】　店舗端末３が携帯電話端末２内のクーポ
ン情報を読み取り、クーポンＩＤをキーとして対応する
特典に換えるクーポンシステムにおいて、店舗端末３に
クーポンＩＤと関連付けられた特典情報を持ち、特典を
変更する際は、特典情報のみを書き換えることにより、
クーポンＩＤを変化させることなく、特典内容の変更を
可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
顧客が所持する顧客端末に電子クーポンとして扱われる情報を、特典の内容を特定するク
ーポン識別情報として記憶させ、電子クーポンを読み取る店舗端末が、前記クーポン識別
情報と特典の内容を対応付ける関連付けテーブルを、該テーブルの特典の内容を書き換え
可能な形態で備え、該テーブルの特典の内容情報を書き換えることにより、電子クーポン
を再発行、再取得せずにクーポン識別情報で特定される電子クーポンの特典の内容を変更
可能にしたことを特徴とする電子クーポンのサービス方法。　　関連テーブル
【請求項２】
電子クーポン発行者は、電子クーポンの発行時に、クーポン識別情報、会員識別情報、お
よび、発行履歴を識別するために電子クーポンの発行時に付加する発行ＩＤとを対応付け
て発行履歴として記録し、
店舗端末は、電子クーポンにより特典を提供する際に、該電子クーポン情報のクーポン識
別情報，発行ＩＤを含む情報を利用履歴として記録し、
所定のタイミングで前記利用履歴を前記発行履歴と照合することにより、店舗端末で会員
識別情報を記録することなく、電子クーポンを利用した会員の情報を得ることができるよ
うにしたことを特徴とする請求項１に記載の電子クーポンのサービス方法。　　履歴
【請求項３】
前記電子クーポンは、前記クーポン識別情報と前記発行ＩＤと２値状態のいずれかの値を
とるフラグの３種類のデータを１組として構成して、前記発行ＩＤにより１件の電子クー
ポンを区別し、フラグの値により１件の電子クーポンが未使用か使用済みかを区別するよ
うにした請求項１または２に記載の電子クーポンのサービス方法。　　フラグ
【請求項４】
顧客が所持する顧客端末に格納される電子クーポンと、
店舗に置かれ、前記電子クーポンから同クーポンの特典の内容を特定するクーポン識別情
報を読み取る読取手段を備える店舗端末と
前記クーポン識別情報と、特典の内容を示す特典情報と、顧客情報とを管理するクーポン
管理サーバと、
前記顧客端末と前記店舗端末と前記クーポン管理サーバとを結ぶネットワークと、
を備える電子クーポンサービスシステムであって、
前記店舗端末は、前記サーバから前記ネットワークを介して配信される前記クーポン識別
情報と前記特典情報を対応付ける関連付けテーブルを、同テーブルの特典情報を書き換え
可能な形態で備えることを特徴とする電子クーポンサービスシステム。
【請求項５】
前記サーバは、前記顧客端末に前記ネットワークを介して前記電子クーポンを配信する際
に、前記クーポン識別情報と、発行履歴の識別のために配信毎に発行する発行ＩＤとを組
として配信することを特徴とする請求項４記載の電子クーポンサービスシステム。
【請求項６】
前記店舗端末は、前記顧客端末から前記クーポン識別情報を読み取る際に、前記クーポン
識別情報とともに前記発行ＩＤを組として読み取り、前記関連テーブルと照合することに
より、読み取ったクーポン識別情報に対応する特典情報を特定することを特徴とする請求
項４記載の電子クーポンサービスシステム。
【請求項７】
請求項４または５の何れかに記載の電子クーポンサービスシステムにおけるクーポン管理
サーバ。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣカードや非接触ＩＣチップを搭載した携帯電話を用いた電子クーポンサ
ービスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　商店などの顧客サービスの一環として、割引や景品など特典を付与するクーポンを配布
し来店を促す販促手法は既に広く行われている。クーポンサービスの典型的な形態は、チ
ラシ等にクーポン券を付して配布し店頭で特典と交換するが、近年は、携帯に適したＩＣ
カードや非接触通信可能なＩＣチップを持つ携帯電話にクーポン情報を格納し、店頭でク
ーポン情報を読み出し、特典と交換するような電子クーポンシステムも提案されている。
【０００３】
　このような電子クーポンシステムでは、店舗に置くクーポン操作端末とは別にクーポン
業務処理のためのサーバを設け、同サーバと各端末をネットワークあるいは通信回線で結
び、各店舗のクーポン処理を一括して行う多店舗型の大規模なシステムとすることが通例
である。
【０００４】
　上記のようにＩＣカードを用い、ネットワークで結んだ電子クーポンシステムとしては
、本発明の出願人による特許文献１があり、この例では、クーポン業務処理サーバが顧客
情報やクーポン情報を一元管理し、顧客の希望や購買履歴から顧客に適したクーポンサー
ビスを選定して提供するなどの電子クーポンならではのサービスを特徴としている。
また、特許文献２では、非接触ＩＣカード機能を搭載した携帯電話端末を用いたクーポン
サービスに言及している。
【特許文献１】特開２００６－２５２１６０
【特許文献２】特開２００８－１４００９９
【０００５】
　上記のようなクーポンサービスは、クーポンと引き換える特典が顧客誘引効果を発揮す
るよう特典の内容が予め明示されるが、一方で、一旦配布したクーポンの特典内容を、ク
ーポンを再発行することなく、適宜変更したいといった要求がある。例えば、競合店との
対抗上、臨機応変にサービス内容をグレードアップする、クーポンの反響を見て有効期限
を変更する、あるいは、店舗毎に各店の裁量の範囲で細かくサービスを設定する、などで
ある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、上記のような要求にこたえるべく、顧客に配布したクーポンを再配布
することなく、クーポンの特典内容を変更できるような電子クーポンサービスシステムを
提供することを課題とする。また、特典内容の変更は、一括で行うのみならず、店舗毎で
も変更可能とすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する本願第１の発明は、
電子クーポンのサービス方法のサービス方法であって、顧客が所持する顧客端末に電子ク
ーポンとして扱われる情報を、特典の内容を特定するクーポン識別情報として記憶させ、
電子クーポンを読み取る店舗端末が、前記クーポン識別情報と特典の内容を対応付ける関
連付けテーブルを、該テーブルの特典の内容を書き換え可能な形態で備え、該テーブルの
特典の内容情報を書き換えることにより、電子クーポンを再発行、再取得せずにクーポン
識別情報で特定される電子クーポンの特典の内容を変更可能にしたことを特徴とする。
【０００８】
本願第２の発明は、第1の発明に加え、
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電子クーポン発行者は、電子クーポンの発行時に、クーポン識別情報、会員識別情報、お
よび、発行履歴を識別するために電子クーポンの発行時に付加する発行ＩＤとを対応付け
て発行履歴として記録し、
店舗端末は、電子クーポンにより特典を提供する際に、該電子クーポン情報のクーポン識
別情報，発行ＩＤを含む情報を利用履歴として記録し、
所定のタイミングで前記利用履歴を前記発行履歴と照合することにより、店舗端末で会員
識別情報を記録することなく、電子クーポンを利用した会員の情報を得ることができるよ
うにしたことを特徴とする。
【０００９】
本願第３の発明は、さらに、電子クーポンは、前記クーポン識別情報と前記発行ＩＤと２
値状態のいずれかの値をとるフラグの３種類のデータを１組として構成して、前記発行Ｉ
Ｄにより１件の電子クーポンを区別し、フラグの値により１件の電子クーポンが未使用か
使用済みかを区別するようにしたことを特徴とする。
【００１０】
本願第４の発明は、
顧客が所持する顧客端末に格納される電子クーポンと、店舗に置かれ、前記電子クーポン
から同クーポンの特典の内容を特定するクーポン識別情報を読み取る読取手段を備える店
舗端末と、前記クーポン識別情報と、特典の内容を示す特典情報と、顧客情報とを管理す
るクーポン管理サーバと、前記顧客端末と前記店舗端末と前記クーポン管理サーバとを結
ぶネットワークと、を備える電子クーポンサービスシステムであって、
前記店舗端末は、前記サーバから前記ネットワークを介して配信される前記クーポン識別
情報と前記特典情報を対応付ける関連付けテーブルを、同テーブルの特典情報を書き換え
可能な形態で備えることを特徴とする。
【００１１】
本願第５の発明は、さらに、クーポン管理サーバが、
前記顧客端末に前記ネットワークを介して前記電子クーポンを配信する際に、前記クーポ
ン識別情報と、発行履歴の識別のために配信毎に発行する発行ＩＤとを組として配信する
ことを特徴とする。
【００１２】
本願第６の発明は、さらに、店舗端末が、前記顧客端末から前記クーポン識別情報を読み
取る際に、前記クーポン識別情報とともに前記発行ＩＤを組として読み取り、前記関連テ
ーブルと照合することにより、読み取ったクーポン識別情報に対応する特典情報を特定す
ることを特徴とする。
【００１３】
　電子クーポンを保持する担体としては、非接触ＩＣカードや非接触ＩＣチップを搭載し
た携帯端末などがある。
　また、店舗端末に出力される特典情報は、表示手段に表示される情報、電子クーポンに
ポイント情報として加算される情報、あるいはプリンタに出力されるクーポン券を発行す
る情報のいずれかであることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の電子クーポンサービスシステムによれば、
電子クーポンの特典の内容を示す特典情報を、クーポン特定情報と関連付けして店舗端末
に置き、特典情報をクーポン管理サーバ経由で書き換え可能とすることにより、クーポン
を再発行することなく
また、店舗端末の操作で特典情報を書き換えることにより、店舗独自のクーポンサービス
を加味することも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
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　図１は、本発明の電子クーポンサービスシステムの構成図である。
　電子クーポンサービスシステム１は、電子クーポン２０、電子クーポン２０からクーポ
ン情報を読み取るための店舗端末３、クーポン管理サーバ５等で構成され、店舗端末３は
ネットワーク８を介してクーポン管理サーバ５と接続される。
　クーポン管理サーバ５は、クーポンサービスに関する情報を管理し、また、ネットワー
ク８を介して、顧客への電子クーポンの配布や、店舗端末３への情報配信を行う。
【００１６】
　店舗端末３は、非接触通信機能を持つリーダライタ部（以降Ｒ／Ｗ部と略記）３１、操
作部３２、表示部３３などで構成されるが、これらを一体化したものが既に知られており
、図１ではこのような形態で店舗端末３を表している。
【００１７】
　また、顧客が所持する電子クーポン２０は、非接触通信機能を持つＩＣチップ（非接触
ＩＣ）を搭載する携帯電話端末２に収容された形で示されており、顧客は携帯電話端末２
を店舗端末３に付帯するＲ／Ｗ部３１にかざすことによりクーポンが提供する特典を利用
する。Ｒ／Ｗ部３１は非接触通信方式により携帯電話端末２からクーポン情報２１を読み
取り、店舗端末３は、後述の、いわゆる「もぎり」に当たる処理を実行する。
【００１８】
　携帯電話端末２は、電話会社が提供する携帯電話網２００およびネットワーク８経由で
クーポン管理サーバに接続し、電子クーポンの配布や商品情報の提供などを受けることが
できる。
【００１９】
　なお、上記のような電子クーポンサービスは、携帯電話に替わり非接触ＩＣカードを用
いても実現可能であり、その場合は、非接触ＩＣカードと通信可能なリーダライタと組み
合せたＰＣが店舗端末３としての機能を担う。
【００２０】
　図２は、本発明の電子クーポンシステムの機能ブロック図である。
　店舗端末３は、非接触ＩＣとの通信を担うＲ／Ｗ部３１、操作者からの入力を受付ける
操作部３２、操作内容やクーポン情報を表示する表示部３３、クーポン関連情報を格納す
る記憶部３４、ネットワーク５を介して外部機器との通信を担う通信部３５などを有し、
制御部３６がバス３９を通じて全体を制御する。
　店舗端末３の記憶部３４には、クーポンサービスに供するクーポン毎の特典の内容や、
クーポン利用状況を把握するための利用履歴に関する情報が格納される。
【００２１】
　携帯電話端末２は、本来の携帯電話機能のための表示部２３、操作部２２、通信部２５
などからなり、さらに、非接触ＩＣ通信機能を持つ非接触ＩＣチップ２４を持つ。制御部
２６は、バス２９を介して非接触ＩＣチップ２４を含めた携帯電話端末２全体の制御を担
う。
　このように携帯電話端末２が非接触ＩＣ通信機能を持つことにより、店舗端末３はＲ／
Ｗ部３１を介して非接触ＩＣチップ２４との間で読み取り書き込みが可能となり、携帯電
話端末２は非接触ＩＣチップ２４を介して店舗端末３から情報を取得することも可能とな
る。
【００２２】
　クーポン管理サーバ５は、クーポンやサービスに関わる情報を管理するクーポン管理デ
ータベース５７、顧客情報や利用履歴を管理する利用履歴データベース５８（以降、デー
タベースをＤＢと略記）、ネットワーク８に接続するための通信部５５などで構成され、
制御部５６がバス５９を介して全体を制御する。
　また、クーポン管理サーバ５は、クーポン管理ＤＢ５７や履歴情報ＤＢ５８の情報を元
に、通信部５５がネットワーク８を経由して店舗端末および携帯電話端末２と情報を集配
信することによりポイントサービス全体の処理を実行する。
【００２３】
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　クーポン管理ＤＢ５７には、個々のクーポンを識別するための情報であるクーポン特定
情報（クーポンＩＤ）５１および同クーポンの内容を表す特典情報５２が相互に紐付けさ
れて格納されており、クーポン特定情報５１および特典情報５２は、ネットワーク８経由
で店舗端末３に配信され、クーポン特定情報５１と特典情報５２を関連付けした関連付け
テーブル３０１として店舗端末３に格納される。
【００２４】
　図３（Ａ）に店舗端末３における関連付けテーブル３０１の様態を示す。
　本発明の電子クーポンサービスシステムでは、店舗端末３に関連付けテーブル３０１を
置くことにより、既に広く配布されたクーポンＩＤ５１に手を加えることなくそのサービ
ス内容を容易に変更可能であることを特徴としている。すなわち、クーポンの内容を変更
するには、クーポン管理サーバ５から店舗端末３内の特典情報５２（すなわち特典の内容
）のみを書き換えるだけでよく、クーポンＩＤには変更を加える必要がない。
【００２５】
　店舗端末３内の特典情報５２を書き換えることで、例えば、景品を値引きに替える、期
限の設定があれば延長する、など多様な展開が顧客にクーポンを再配布することなく可能
となる。なお、顧客に特典内容の変更の通知が必要な場合は、会員登録時にメールアドレ
スなどが取得されていれば、変更の案内を前記メールアドレスへ送るなどで周知すること
もできる。
　また、各店舗が独自に特典の内容を変更するような場合でも、店舗端末３を操作して特
典情報５２のみを書き換えればよい。例えば、時間帯によって、あるいは地域の特性によ
って、特典の内容を柔軟に変更する、などが実現できる。
【００２６】
＜電子クーポンの取得＞
　顧客が初めて電子クーポン２０を取得するには、まず会員登録などの所定の手続を行う
が、このとき、クーポン管理サーバ５は携帯電話端末２の携帯固有番号５０５を取得する
ことできる。携帯固有番号５０５とは、全ての携帯電話端末に製造者の区別を含め重複な
く割り振られた製造番号のようなものであり、携帯電話端末２がクーポン管理サーバ５に
アクセスする際に必ず付帯する情報である。
　クーポン管理サーバ５は、携帯電話端末２と通信を行なう毎に携帯固有番号５０５を取
得し、発行ＩＤ５０２と紐付けして記録する。発行ＩＤ５０２とは、クーポン管理サーバ
５がクーポンを発行する毎に付加する識別符号であり、クーポン管理サーバ５は携帯固有
番号５０５と発行ＩＤ５０２とを合わせて管理することにより各顧客のクーポン取得の履
歴を管理することができる。
　なお、クーポン管理サーバ５の内部で、顧客の属性情報などを別途管理するなど顧客の
識別を要する場合は、会員ＩＤ５０１のような会員識別用の符号を併用してもよい。この
場合、携帯固有番号５０５と会員ＩＤ５０１は１対１の対応関係となる。
【００２７】
　既に会員となっている顧客が電子クーポン２０を取得するには、携帯電話端末２から携
帯電話網２００を経由してクーポン管理サーバ５に接続し、所望するクーポンＩＤ５１を
取得する。このとき、携帯電話端末２は、クーポンＩＤ５１とともに前記発行ＩＤ５０２
を取得する。
【００２８】
　この結果、携帯電話端末２の非接触ＩＣチップ２４の記憶部２８には、顧客が受けるク
ーポンサービスの種類を識別するクーポンＩＤ５１と発行ＩＤ５０２が格納される。
　図３（Ｂ）に、クーポン情報２１として非接触ＩＣチップ２４に格納されるクーポンＩ
Ｄ５１および発行ＩＤ５０２の様子を示す。
　なお、携帯電話端末２におけるクーポン情報２１の格納部位は、非接触ＩＣチップ２４
に限らず、携帯電話端末２のメモリ部、あるいは付属のＳＩＭのようなものであってもよ
い。
【００２９】
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＜電子クーポンの利用＞
　図４は、クーポン利用時の携帯電話端末２と店舗端末３の動作フロー図である。
（ａ）顧客が電子クーポンを利用するにあたっては、まず、携帯電話端末２を店舗端末３
にかざし（Ｓ１１）、携帯電話端末２のクーポン情報２１を店舗端末３に読み込ませる。
（Ｓ２２）。このとき、店舗端末３は携帯電話端末２と通信可能な状態にある（Ｓ２１）
。
（ｂ）店舗端末３は、非接触ＩＣチップ２４から全てのクーポンＩＤ５１、発行ＩＤ５０
２を読み取り（Ｓ２２）、関連付けテーブル３０１と照合し、クーポンＩＤ５１に対応す
る特典情報５２を表示部３３に表示する（Ｓ２３）。
（ｃ）顧客または顧客の意を受けた店舗管理者が、店舗端末３にて、利用する特典を選択
する（Ｓ２４）。
（ｄ）特典が選択されると、店舗端末３は携帯電話端末２内の当該クーポン情報に「使用
済」を表す情報を書き込む（Ｓ２５、Ｓ１２）。なお、「使用済」を表す情報を書き込む
、とは具体的には、フラグを書き込む、当該クーポン情報を削除する、使用回数を書き込
む、などの方法がある。
（ｅ）「使用済」の書き込みが正常に終了したことが確認されると（Ｓ２６）、顧客は特
典の提供を受けられることになる。書き込みが終了しないと、クーポンは利用されたこと
にならず、店舗端末３は初期状態に戻る（Ｓ２７）。
【００３０】
＜履歴管理＞
　上記（ａ）～（ｅ）が実行されると、店舗端末３には、利用履歴としてクーポン種類、
発行ＩＤ、利用日時、利用した特典内容などが記録される（Ｓ２８）。
　図３（Ｃ）は店舗端末３に残される利用履歴の例であり、ここではクーポンＩＤ５１、
発行ＩＤ５０２とともに用途、日時および特典内容が記録されている。
　店舗端末３に収容された利用履歴３０２は、所定のタイミングでネットワーク８を介し
て各店舗からクーポン管理サーバ５に集められ、当ポイントサービス全体の利用履歴とし
てクーポン管理サーバ５の利用履歴ＤＢ５８で管理される。
【００３１】
　図５は利用履歴ＤＢ５８に格納される全体の利用履歴の例であり、全体の利用履歴５０
３では、図３（Ｃ）の各項に加え、利用またはダウンロード（電子クーポン２０の取り込
み、ＤＬと略記）の区別、店舗ＩＤ、会員ＩＤ、特典内容などが関連付けられ記録されて
いる。
　なお、発行ＩＤ５０２は、クーポン管理サーバ５がクーポンを発行する毎に付けられる
識別符号であるが、電子クーポン発行時に、クーポン管理サーバ５内で発行ＩＤ５０２が
会員ＩＤ５０１と紐付けされて管理されているので、全体の履歴管理においても各利用時
点における利用会員の特定が可能となる。
　したがって、クーポン取得やクーポン使用の際に、会員ＩＤ５０１に代えて発行ＩＤを
用いることにより、ネットワーク８上で会員ＩＤ５０１のような秘密情報を扱う必要がな
くなる。すなわち、第３者が会員ＩＤ５０１を知ることになっても、会員の付帯情報を引
き出すことや不正にクーポンを利用することはできなくなる。このように、本発明によれ
ば、高いセキュリティを確保しながら、クーポンシステムを運用することが可能となる。
【００３２】
　以上のように、本発明の電子クーポンサービスシステムによれば、顧客に配布したクー
ポンを再配布することなく、クーポンの特典内容を容易に変更でき、かつ、高いセキュリ
ティを有する電子クーポンサービスを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の電子クーポンサービスシステムの構成図
【図２】本発明の電子クーポンシステムの機能ブロック図
【図３】クーポン関連情報の格納状態を示す図
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【図４】クーポン利用時のフロー図
【図５】利用履歴の管理状態を示す図
【符号の説明】
【００３４】
　　　１　　電子クーポンサービスシステム
　　　２　　携帯電話端末
　　　３　　店舗端末
　　　５　　クーポン管理サーバ
　　　８　　ネットワーク
　　２０　　電子クーポン
　　２１　　クーポン情報
　　２４　　非接触ＩＣチップ
　　５１　　クーポンＩＤ
　　５２　　特典情報
　３０１　　関連付けテーブル
　３０２　　利用履歴
　５０１　　会員ＩＤ
　５０２　　発行ＩＤ
　５０３　　全体の利用履歴
　５０５　　携帯固有番号

                                                                                

【図１】 【図２】
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